








知的障害者（児）が指導・相談や各種の援助を受けるために必要な手帳として、知的障害者更生相
談所又はこども家庭センターにおいて知的障害と判定された人に対し、兵庫県から交付されま
す。また、発達障害と診断され療育又は日常生活上の支援が必要と認められた人に対しても交付
されます。

障害の程度
知能測定値、社会性、基本的な生活などを年齢に応じて総合判定するもので、Ａ（重度）・Ｂ1（中
度）・Ｂ2（軽度）に区分されます。
※�手続き、必要なものについては、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。

療育手帳

一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、この手帳を取得することにより、各種の援
助を受け、自立と社会参加を促進するための手助けとなります。兵庫県から交付されます。

障害の程度
手帳の等級には1級～3級があります。

有効期限
手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに医師が障害の状態を再認定し、更新する必要がありま
す。
※手続き、必要なものについては、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳

　その子ならではの日常に必要なものがあれば用意を。また発熱材
やカセットコンロ&ガスボンベを用意しておくと、温かいものを食べ
ることができ、気持ちもほっと暖まります。

ホカ ホカ
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問 �保険医療課�医療係 ☎24-7608
重度障害者医療費助成

身体障害者手帳1、2級・精神障害者保健福祉手帳1級または療育手帳A判定の方が、健康保険に
よる診療を受けたときの医療費の一部を助成します。助成を受けるには、医療費受給者証の交付
申請が必要です。

所得制限
本人、配偶者、扶養義務者の市町村民税所得割額の合計額が235,000円未満。
所得割額は、住宅借入金等税額特別控除、寄附金税額控除の適用前の額です。
市町村民税の扶養控除見直し前の旧税額により判定します。

一部負担金

※�低所得者とは、市町村民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万9千円以下、もしくは年金
収入を加えた合計所得金額が80万9千円以下の方です。
※�健康診断料、予防注射代、差額ベッド代、入院時の食事療養費、診断書料等、保険外診療分等は
対象外です。
◦�精神障害者保健福祉手帳1級の方については、精神疾患の医療費は対象外になります。
受給者証について
Ｐ39をご覧ください。

申請窓口
◦�保険医療課医療係　◦�窓口サービス課（五色庁舎）　◦�由良支所
申請に必要なもの
◦�健康保険証等（健康保険証、資格確認書またはマイナ保険証）
◦�身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳　
◦��転入者（本人、配偶者、扶養義務者）については、「所得課税証明書」（詳しくは保険医療課医療係
へお問い合わせください。）

通院 入院

1医療機関等あたり
1日600円
（低所得者は1日400円）
を限度に月2回までを負担

定率1割負担
負担限度額　2,400円/月
（低所得者の負担限度額　1,600円/月）
連続して3か月を超える入院の場合は、4か月目以降の一部負担
金はなし。
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問 �子ども子育て課 ☎22-1333
特別児童扶養手当

この制度は精神、知的または身体障害者等（内部障害を含む。）で、政令に定める程度以上の障害
にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する
ものです。

手当が受けられるのは（支給要件）
日本国内に住所があり、精神、知的又は身体障害等（中程度以上）の状態にある児童を監護してい
る父か母、または父母にかわってその児童を養育している方が、特別児童扶養手当を受けること
ができます。
ただし、次のいずれかに該当するような場合は、手当を受けることができません。
　①対象児童が、児童福祉施設等に入所したとき
　②対象児童の障害の程度が、手当の基準に該当しなくなったとき
　③対象児童やその父母又は養育者が、日本国外に転出したとき
　④対象児童の父母又は養育者が、対象児童の面倒をみなくなったとき
　⑤対象児童の養育者が、対象児童と別居したとき
　⑥対象児童が、障害を理由とする公的年金を受けるようになったとき
　⑦その他（証書の注意事項を参照してください。）

所得の制限について
請求者及びその扶養義務者の前年の所得が、限度額以上である場合は、その年度（8月から翌年
の7月まで）の手当の支給は停止されます。（限度額については子ども子育て課へお問い合わせ
ください。）

手当の額について
令和7年度の手当額
重度障害児（1級）の場合：1人につき　月額56,800円
中度障害児（2級）の場合：1人につき　月額37,830円
※�手当額は、物価の変動に応じて額が自動的に改定される「物価スライド制」が適用されていま
す。

手当を受けるには
申請（認定請求）が必要です。申請方法、必要書類等については子ども子育て課へお問い合わせく
ださい。

手当の受け取りについて
手当は、兵庫県知事の認定を受けると、申請（認定請求）をした日の属する月の、翌月分から支給
されます。
4月、8月、11月の11日（当日が土•日•祝日の場合はその直前の金融機関営業日）に、指定された金
融機関の口座に支払われます。
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有期認定
有期認定とは、児童の障害の状態に応じて、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。
一定の期間を過ぎると、引き続き手当てが受けられるかどうか再認定が必要となります。
手当の認定を受けて、有期認定の対象となる方には通知を致しますので、有期期限までに診断書
等を提出してください。また、障害の状態によっては診断書を省略できる場合がありますので、
詳しくは子ども子育て課へお問い合わせください。
※�提出期限までに診断書等の提出がされないときは、その期間の手当が受けられなくなります
ので、ご注意ください。
※�所得制限を超えたため、手当が支給停止中の方は手続きを省略することができます。ただし、
所得状況届の提出や所得の修正申告等による再認定により遡及して手当を受給できる場合、
診断書を提出した月までの手当は支給されませんので、ご了承ください。

所得状況届
認定を受けると、毎年所得状況届を提出していただきます。
所得状況届は、前年の所得によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給できるかど
うかを審査するため、年1回提出していただくものです。
届出期間を過ぎると手当の支給が止まる場合がありますので、ご注意ください。
※�未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなります。前年、所得制限額を超え
ていたため手当が支給停止だった方も必ず提出してください。

問 �福祉課�障害福祉係 ☎22-3332
自立支援医療費の支給

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を
軽減する公費負担医療制度です。

対象者 �
［精神通院医療］
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者•児で、通院による精神
医療を継続的に要する方
［育成医療］
身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待で
きる18歳未満の方

対象となる主な障害と治療例等 �
①精神通院医療：精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
②育成医療：ア�肢体不自由…関節拘縮→人工関節置換術　
　　　　　 イ�視覚障害……白内障→水晶体摘出術
　　　　　 ウ�内部障害……�心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー植込術� �

腎臓機能障害→腎移植、人工透析
制度の詳しい内容は福祉課障害福祉係へお問い合わせください。
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→Ｐ50を参照してください。

特別児童扶養手当

身体に重度の障害又は重度の知的障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする
20歳未満の障害児に支給
月額16,100円（支給月2・5・8・11月）
※施設に入所している場合を除きます。　※所得制限があります。

障害児福祉手当

問 �福祉課�障害福祉係 ☎22-3332
各種福祉施策について

身体上の障害を補うための補装具の購入・修理に要する費用を支給（用具例：義肢・装具、車椅子、
歩行器、座位保持装置、補聴器など）
※原則、1割の自己負担があります。

補装具費の支給（購入・修理）

障害者（児）の日常生活の利便を図るため、用具を給付（用具例：入浴補助用具、ネブライザー、電
気式たん吸引器、拡大読書器、火災警報器、紙おむつなど）
※原則、1割の自己負担があります。　※障害程度に応じて給付に制限があります。

日常生活用具の給付

小児慢性特定疾病児童の在宅療養生活の向上を図るため、用具を給付（用具例：特殊寝台、ネブラ
イザー、電気式たん吸引器など）
※世帯の所得に応じて、一定の自己負担があります。

小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付

［障害福祉サービス］
居宅介護、行動援護、同行援護、短期入所等
［障害児通所支援］
児童発達支援、放課後等デイサービス等
［地域生活支援事業］
移動支援、日中一時支援
※原則、1割の自己負担があります（但し、所得に応じて月ごとの自己負担に上限あり）。

障害福祉サービス•障害児通所支援等
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6か月以上寝たきり又はこれと同様の状態にある重度（身体1・2級、療育Ａ判定）の障害者・児を
居宅で介護している方に支給
年額100,000円（支給月2月）
※�障害福祉サービスを利用している方・市町村民税課税世帯の方・家族介護手当事業等の介護を
理由とする給付金の支給対象者は除きます。

重度心身障害者介護手当

タクシーや路線バス等を利用した際の料金や運賃の一部を助成（対象は次のいずれかの障害者
手帳所持者）
①身体障害者手帳1、2級　②療育手帳�Ａ判定　③精神障害者保健福祉手帳1級
※但し、下記に該当する場合は除きます。
　◦�社会福祉法による社会福祉施設に入所している方
　◦�医療法による医療提供施設に入院している方
　◦�当該年度分の所得税及び市町村民税のいずれも課税されている方
　◦�県及び市条例により自動車税または軽自動車税が減免されている方
助成券交付枚数（年間）600円券48枚、100円券144枚
※申請月によって、交付枚数が異なります。

障害者移動手段確保事業助成券の交付

以下のいずれの場合も5割引
①�身体障害者が自ら運転する場合、または重度の身体障害者（第1種）を乗せて、介護者が運転す
る場合
②重度の知的障害者（第1種）を乗せて、介護者が運転する場合
対象となる自動車等については、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。
必要なもの �障害者手帳・運転免許証・自動車検査証等（ETCご利用の方は、障害者本人名義（18

歳未満の場合は親権者等名義）のETCカードとETC車載器セットアップ申込書・
証明書もあわせて）

有料道路通行料金の割引

身体障害者手帳1〜3級の方、重度の知的障害のある方及び精神に永続的な障害のある方を扶養
する65歳未満の親族が加入できます。
加入者死亡のとき：月額20,000円支給
障害者死亡のとき：一時金支給

兵庫県心身障害者扶養共済制度
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問 �淡路県民局�洲本健康福祉事務所�地域保健課 ☎26-2060
小児慢性特定疾病医療費助成制度

小児慢性特定疾病医療費助成制度は、慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を
必要とする児童に対し、当該疾病の治療方法に関する研究等に資する医療の給付等を行うこと
により、児童の健全な育成を図ることを目的としています。
本事業では、申請が審査会で認定されますと、当該疾病に係る医療費の一部が助成されます。

対象年齢
18歳未満（引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満）の児童。

対象疾患一覧
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病は次の16疾患群（801疾病）です。
それぞれの疾病ごとに厚生労働省が定めた認定基準がありますので、お子さんの病名が小児慢
性特定疾病の対象であるかどうか、認定基準を満たすかどうかは、主治医の先生にご確認くださ
い。

「小児慢性特定疾病情報センター」・「兵庫県」のホームページにも案内を掲載していますので参
考にしてください。申請方法・申請書類等については、淡路県民局�洲本健康福祉事務所�地域保
健課へお問い合わせください。

疾患群名 含まれる疾患例
1 悪性新生物 白血病、脳腫瘍、神経膠腫など
2 慢性腎疾患 ネフローゼ症候群、慢性腎炎など
3 慢性呼吸器疾患 気管支喘息、気道狭窄など
4 慢性心疾患 心室中隔欠損症、大動脈弁狭窄症など
5 内分泌疾患 甲状腺機能亢進症、思春期早発症など
6 膠原病 全身性エリテマトーデス、皮膚筋炎など
7 糖尿病 1型糖尿病、2型糖尿病など
8 先天性代謝異常 ミトコンドリア病、糖原病など
9 血液疾患 先天性血液凝固因子異常など
10 免疫疾患 複合免疫不全症など
11 神経・筋疾患 多発性硬化症、重症筋無力症など
12 慢性消化器疾患 先天性胆道拡張症、潰瘍性大腸炎など
13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 ダウン症候群、18トリソミー症候群など
14 皮膚疾患群 レックリングハウゼン病など
15 骨系統疾患 胸郭不全症候群など
16 脈管系疾患 巨大静脈奇形、巨大動静脈奇形など
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問 �保険医療課�国保年金係 ☎24-7637
産前産後期間の国民健康保険税・国民年金保険料免除

出産前後の一定期間の国民健康保険税・国民年金保険料が免除される制度です。
国民年金については免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反
映されます。

免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間（以下「産前産後期間」）の国民健康保険
税・国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が免除さ
れます。
※出産とは、妊娠12週（85日）以上の出産をいいます。
　（死産、流産、早産及び人工妊娠中絶をされた方を含みます。）

対象者
「国民健康保険被保険者」で出産日が令和5年11月1日以降の方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出をしてください。

0 7 9 9　洲本市の市外局番は ですです0 7 9 9　洲本市の市外局番は ですです 5555
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※上記において、申請時点で時効成立しているものは除きます。

申請窓口
◦�保険医療課医療係　◦�窓口サービス課（五色庁舎）　◦�由良支所
申請に必要なもの
◦�健康保険証等※（70歳から74歳の方は健康保険証等※と高齢受給者証）
◦�医療費受給者証　◦�預金通帳（ゆうちょ銀行可）など振込先の口座がわかるもの
◦�医療機関の領収書（受診者の氏名・医療点数等の明記されたもの）
◦�医療費が高額になり、加入している健康保険から高額療養費や附加給付の支給があったとき
は、高額療養費等の「支給決定通知書」
◦�治療用装具の作成など「療養費の申請」をされた方は、「療養費支給決定通知書」及び医師の意
見書•装着証明書の写し
※健康保険証等＝健康保険証、資格確認書またはマイナ保険証

1 兵庫県外の医療機関等で受診したとき
2 「高齢受給者証」をお持ちの方で、医療機関等で提示をしないで受診したとき

3 洲本市外国保に加入しており、高額の医療費がかかった際に医療機関等で「限度額適用認定
証」等の提示をしないで受診したとき

4 やむを得ない理由で「福祉医療費受給者証」を提示しないで受診したとき

5 やむを得ない理由で「健康保険証等※」を提示しないで受診したとき
先に加入している健康保険で「療養費」の申請をしてください。

6 医師の指示で治療用装具（コルセット等）を作成したとき
先に加入している健康保険で「療養費」の申請をしてください。

7 高齢期移行受給者で1か月の自己負担合計額が負担限度額を超えたとき

8 連続して3か月を超える入院をし、一部負担金を支払ったとき
（重度障害者・高齢重度障害者・母子家庭等）

9 他の公費の受給者が、医療機関等で一部負担額を支払ったとき
（自立支援医療の精神通院を除く）

〈乳幼児・こども・母子家庭等•重度障害者医療費〉
あとで医療費が支給されるとき
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相談したいとき
相談内容・支援機関 概要 連絡先

発達支援相談
お子さんの発達に少しでも疑問を持っ
たり、関わり方に悩んだら、まずはお気
軽にご相談ください。

健康増進課 22-3337

児童サポート
センター
「わたぼうし」

心身に障害のある乳幼児および学齢児
（小学校または特別支援学校の小学部に
就学している児童）を対象に、保護者と
ともに通園することを基本とし、機能回
復訓練および保育等を行うことを目的
として設置しています。

わたぼうし 32-1400

兵庫県立
こども発達支援
センター

医師・心理士・言語聴覚士・作業療法士・
保育士・看護師・保健師が関わって、診
断・診療と療育を行います。原則として
市またはかかりつけの医療機関を通じ
ての予約制となります。

兵庫県立こども発
達支援センター
（明石市）

078-949-0902

ひょうご
発達障害者支援
センター
「クローバー」

発達障害の人達の支援窓口の拠点とし
て、生涯にわたる支援システムの構築を
めざします。

社会福祉法人�
あかりの家
（高砂市）

079-254-3601

こころの相談

妊娠・出産をきっかけに、不安が強くな
る、子どもがかわいいと思えない、思い描
いていた育児ができなくて辛い等、育児
に対するしんどさが続いていませんか？
心理士に話をすることで自分のしんどさ
が整理できることもあります。一人で悩
みを抱えず、気軽にご相談ください。

健康増進課 22-3337

洲本市障害者基幹
相談支援センター

障害のある方やその家族からの相談に
対応し、関係機関と連携して支援しま
す。個別のケースだけでなく地域全体に
おける相談支援の総合的な窓口です。

洲本市障害者基幹
相談支援センター
（福祉課内）

22-3332

兵庫県
こどものきこえ
相談センター

18歳未満のきこえない・きこえにくいこ
どもとその保護者、支援者の聞こえに関す
る様々な相談に無料で対応します。乳幼児
からの切れ目のない支援を行います。
※�予約制　電話、FAX、面談（手話・筆談
での対応可能）

兵庫県立聴覚障害
者情報センター内

休館日：月・日・祝

TEL
078-600-0556
FAX
078-805-4192

0 7 9 9　洲本市の市外局番は ですです0 7 9 9　洲本市の市外局番は ですです 5757
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相談内容・支援機関 概要 連絡先

発達障害者
ペアレント
メンター

ペアレントメンターとは、発達障害のあ
る子を育てた経験のある先輩保護者で
す。発達障害のある子を育てた経験を活
かし、現在、子育てされている保護者の
悩みや不安に共感しながら話をお聴き
します。

福祉課 22-3332

洲本市立青少年
センター

学校生活の中で悩んでいることはあり
ませんか？子育てのうえでの不安はあ
りませんか？
子ども達の指導をする中で悩みはあり
ませんか？それぞれの悩みについて一
緒に考えましょう。

教育委員会学校教
育課または洲本市
立青少年センター

22-6266
22-4547

教育支援教室
「ぴゅーぱる」

洲本市内の小学校、中学校の児童生徒で
学校に行きたくても行きにくい子が、小
学校・中学校のかわりに通う教室です。
家庭と学校の中間の場として「心の居場
所」づくりを行っています。
洲本・五色の2カ所に開室しています。

教育委員会学校教
育課または洲本市
立青少年センター

22-6266
22-4547

兵庫県女性家庭
センター
（配偶者暴力相談支
援センター）

ひとりで悩んでいませんか？「配偶者暴
力相談支援センター」は配偶者からの暴
力に関する相談を行っています。自分だ
けの力ではどうしても解決の糸口が見
出せなかったり、誰に相談して良いかわ
からないときなど、ひとりで悩まずに気
軽にお電話ください。

兵庫県女性家庭セ
ンター 078-732-7700

子どもへの虐待

育児はなかなか親の思いどおりになら
ないものです。イライラや不安のせい
で、ついつい大声で怒鳴ったりしてしま
うこともあります。そんなことが繰り返
され虐待につながってしまうこともあ
るのです。子どもの心身を傷つけ、健や
かな成長を損なってしまう前に、相談し
てください。

洲本市こども家庭
センター 22-1333

兵庫県中央こども
家庭センター洲本
分室（児童相談所）

26-2075

児童虐待防止24
時間ホットライン 078-921-9119

児童相談所全国共
通ダイヤル 189
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具合が悪いとき

◦�発熱が38℃未満の場合は発熱以外の症状で判断してください。
　（他のチャートを参考にしてください）
◦�水分補給、体を冷やすことが大事です。

あわてて病院に行く前に

こどもの急病チェックシート
発熱

直ちに受診 直ちに受診

機嫌が悪い
または

哺乳量が減退

機嫌が悪い、または
哺乳（水分摂取）量

が減退

38℃以上の時

機嫌良好で
哺乳量も
変わらない

機嫌良好で、
哺乳（水分摂取）量
も変わらない

翌朝かかりつけ医
受診、ただし症状悪
化があれば救急受診

電話相談して
指示を仰ぐ

赤ちゃんが生後3か月まで 赤ちゃんが生後4か月以上

◦�上体を高くして寝かせましょう。
◦�水分補給を十分にしてあげてください。

咳が出る

直ちに受診

咳やぜいぜいで
眠れない

咳込んで何度も吐く

ぐったりして
会話もできない

直ちに
救急車を呼ぶ

咳が軽く
眠れる

翌朝
かかりつけ医
受診

0 7 9 9　洲本市の市外局番は ですです0 7 9 9　洲本市の市外局番は ですです 5959
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◦�脱水症にならないように、少しずつこまめに水分補給をしましょう。

嘔吐

直ちに受診

数回の嘔吐

直ちに
救急車を呼ぶ

翌朝
かかりつけ医
受診

嘔吐（2時間で3回以
内）以外はいつもと
変わらない

ぐったりして
会話も
できない

生後3か月以下

直ちに受診

激しい腹痛または頭痛
血や緑色の吐物
血の混じった下痢

◦�あわてないこと。命にかかわることはありません。
◦�何もしない。口の中に指や箸を入れないでください。
◦�楽な姿勢で体を横に向けて、衣服を緩めてください。

けいれん

直ちに受診直ちに受診 直ちに受診

熱がない

けいれんが
止まっている

生後6か月未満、または
けいれんが10分以上

続いている

熱がある

熱の
チャート
参照

直ちに
救急車を
呼ぶ

直ちに
救急車を
呼ぶ

けいれんに
左右差
がある

呼んでも
返事しない

けいれんが
日に2回
以上ある

返事が
できる
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◦�がまんできないような痛みなら、解熱剤（鎮痛剤）を使用して1時間ほど様子をみましょう。

腹痛

嘔吐のチャート参照

嘔吐がある

直ちに受診

1時間以上腹痛が続く

◦�がまんできないような痛みなら、解熱剤（鎮痛剤）を使用して1時間ほど様子をみましょう。

耳痛

解熱剤（座薬など）は、家庭に常備しておいてください。急な発熱以外にも、解熱剤は鎮痛作用が
ありますので、腹痛、頭痛、耳痛などの時にも使用して様子を見てください。
喘息のあるかたは、夜間発作時の対応をかかりつけ医と相談しておきましょう。

家庭での注意事項

翌朝にかかりつけ医受診

発熱や耳だれがある

直ちに受診

頭を強く打った
耳かきで耳をついた
めまいがある

受診する前に何を話すかまとめておきましょう

どんな症状があるか？

その症状はいつ頃から現れたか？

いつどんな時に症状が出やすいか？

現在、服用中の薬があれば、具体的な名前と量

過去にかかった事のある大きな病気や、
受けた事のある手術

本人が困っている事

家族が困っている事

伝えること

0 7 9 9　洲本市の市外局番は ですです0 7 9 9　洲本市の市外局番は ですです 6161
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休日・夜間の小児救急診療

こどもの急な病気・ケガなどでお悩みの方は、下記にお気軽にご相談ください。
月～土曜日：18時～翌朝8時/日曜日、祝日、年末年始：8時～翌朝8時

プッシュホン回線　#8000
ダイヤル回線、携帯電話、IP電話　☎078-304-8899

兵庫県子ども医療電話相談

区分 受付時間 月 火 水 木 金 土 日•祝

洲本市応急診療所
（内科）
24-6340

18時〜21時30分
日・祝日のみ
9時〜11時30分
13時〜16時30分
18時〜21時30分

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日曜・祝日小児救急
（洲本市応急診療所内）
24-6340

9時〜11時30分
13時〜16時30分 ○

洲本市応急診療所� ☎0799-24-6340
洲本市港2番26号（洲本市健康福祉館〔みなと元気館〕内）

小児夜間救急電話センター　� ☎0799-44-3799
毎日午後10時から翌朝6時までの小児救急は、小児科医が輪番で各自の診療所にて救急患
者に対応しています。
※診療窓口受付時間は、午後10時から翌朝5時40分までとなります。
◦�受診する際は、まず「小児夜間救急電話センター」へご連絡ください。
　�看護師が、すぐに診療が必要かどうか症状をお聞きして、当日の担当医療機関をご案内し
ます。
◦�受診する際には、次の点をご了承ください。
　◦�インフルエンザ、新型コロナウイルス等の迅速診断の検査は行いません。
　◦�頓服薬以外の薬は処方できません。
　　会計ができないため、5,000円の預かり金を徴収し、後日精算いたします。
　◦�中学生以下の内科疾患が対象です。

ONLINE-QQ
こどもの救急

6262
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子どもの安全を守るため

「こどもあんしんネット」は、園・学校と保護者を結ぶネットワークです。
普段は園・学校の専用ホームページから電子連絡帳として情報発信しています。
防犯・防災などの緊急のお知らせにも活用しています。

にアクセスしてください。

お問い合わせ先
「こどもあんしんネットサポートセンター」
E-mail：support@sumoto.aw-ansin.net

こどもあんしんネット

「よい子ネット」は、保護者と保育園をつなぐ、安全・安心子育てネットワークツールです。
お知らせメールに登録すると、保育園の日々の更新情報やお知らせメール、兵庫県保育協会から
のお知らせが届きます。
防犯・防災などの緊急のお知らせにも活用しています。

にアクセスしてください。

よい子ネット

0 7 9 9洲本市の市外局番は ですです0 7 9 9洲本市の市外局番は ですです 6363
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apply@hyogo-kosodate.jp　に空メールを送信してください。
返信されるメールに記載のＵＲＬにアクセスし、登録へとおす
すみください。
※携帯をお持ちでない方、さらに詳しい登録方法は、下記ホーム

ページをご覧ください。

　Facebook「なのはくらぶ」、Instagram「nanoha.sumoto」
では子育てに関するお知らせやおすすめ情報などを発信して
いるよ♪見てね （^○^）

ひょうご子育て応援の店

兵庫県では、店舗等の協賛により、

子育て世帯を対象に料金の割引や各種サービスなどを行う

「ひょうご子育て応援の店」を展開しています。

　会員登録をすると、協賛店舗で各種サービス
が受けられるパスポートが発行されます。
　全国（47都道府県）での相互利用も可能で
す。 目印はこのステッカー

会員パスポート登録のしかた

Facebook＆Instagram

パスポートの登録 / 協賛店舗の検索 / サービス内容の確認は
「ひょうご子育て応援の店」ホームページまで

Facebook Instagram
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